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管
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規
程
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一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
職
員
課)

…

�

○
青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
職
員
福
利
課)

…

�

○
青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
職
員
課)

…

�

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

県
総
合
運
動
公
園

(

三
内
丸
山
遺
跡
の
保
存
活
用
等
に
係
る
拠
点
施
設
に
限
る
。)

に
関
す

る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
一
月
青
森
県
教
育
委
員

会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
八
号
中

｢

減
免
に
関
す
る
こ
と｣

を

｢

徴
収
及
び
減
免
に
関
す
る
施
行
に
つ
い
て
定

め
る
こ
と｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十

二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
�
中
平
内
高
等
学
校
の
項
及
び
南
郷
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

午
後
五
時
三
十
分｣

を

｢

午
後
五
時
十
五
分｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一

号
中

｢

午
後
五
時｣

を

｢

午
後
四
時
四
十
五
分｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

午
後
六
時
十
五
分｣

を

｢

午
後
六
時｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中

｢日
か
ら
｣

を

｢日
時

分
か
ら
｣

に
、

｢日
ま
で
｣

を

｢日
時

分
ま
で
｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
三
中

｢週
時
間
勤
務
｣

を

｢週
時
間

分
勤
務
｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
九
中

｢申
請
時
間
の
合
計

時
間
｣

を

｢申
請
時
間
の
合

計
時
間

分
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

庁

内

一

般

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
臨
時
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
学
校
臨
時
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
臨
時
職
員
管
理
規
程(

昭
和
四
十
一
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中

｢

三
十
時
間｣

を

｢

二
十
九
時
間｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
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青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青

森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

三
十
時
間｣

を

｢

二
十
九
時
間｣

に
改
め
る
。

別
表
の
年
次
休
暇
の
項
中｢

三
十
時
間｣

を｢

二
十
九
時
間｣

に
改
め
、｢

一
時
間｣

の
下
に｢

。

た
だ
し
、
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
一
時
間
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
す
べ
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｣

を
加
え
、
同
表

の
特
別
休
暇
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
の
備
考
三
中

｢

。
以
下

｢

残
日
数｣

と
い
う｣

を
削
り
、

｢

残
日
数
を｣

を

｢

当
該
日
数
を｣

に
、

｢

残
日
数
は｣

を

｢

当
該
日
数
は｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

各

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程

(

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条

(
見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

休
日
の｣

を

｢

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の｣

に

改
め
る
。

様
式
第
十
七
号
の
四
中

｢申
請
時
間
の
合
計
時
間
｣

を

｢申
請
時
間
の
合
計
時
間
分
｣

に

改
め
る
。
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職
員
が
親
族
の
喪
に
服
す
る
場
合
に
与
え
ら

れ
る
休
暇

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者
の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職

員
が
、
そ
の
子
の
看
護

(

負
傷
し
、
又
は
疾

病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と

を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら
れ

る
休
暇

職
員
の
妻
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
つ
て
そ
の

出
産
予
定
日
の
八
週
間

(
多
胎
妊
娠
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
十
四
週
間)
前
の
日
か
ら
当

該
出
産
の
日
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産

に
係
る
子
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
子

(

妻
の
子
を
含
む
。)

を
養
育

す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

人
事
委
員
会
規

則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
及

び
休
暇)

の
適

用
を
受
け
る
職

員
の
例
に
よ
る
。

当
該
期
間
内
に

お
け
る
五
日
に

当
該
任
用
期
間

の
月
数
を
乗
じ
、

十
二
で
除
し
て

得
た
日
数

(

一

日
未
満
の
端
数

は
、
切
り
捨
て

る
。)

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

職
員
の
妻
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
つ
て
そ
の

出
産
予
定
日
の
八
週
間

(

多
胎
妊
娠
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
十
四
週
間)

前
の
日
か
ら
当

該
出
産
の
日
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産

に
係
る
子
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
子

(

妻
の
子
を
含
む
。)

を
養
育

す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

人
事
委
員
会
規

当
該
期
間
内
に

お
け
る
五
日
に

当
該
任
用
期
間

の
月
数
を
乗
じ
、

十
二
で
除
し
て

得
た
日
数

(

一

日
未
満
の
端
数

は
、
切
り
捨
て

る
。)

一
日
、
半
日

又
は
一
時
間
。

た
だ
し
、
残

日
数
の
す
べ

て
を
使
用
し

よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い

て
、
当
該
残

日
数
に
一
時

間
未
満
の
端

数
が
あ
る
と

、

職
員
が
親
族
の
喪
に
服
す
る
場
合
に
与
え
ら

れ
る
休
暇

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者
の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職

員
が
、
そ
の
子
の
看
護

(

負
傷
し
、
又
は
疾

病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と

を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら
れ

る
休
暇

該
出
産
の
日
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産

に
係
る
子
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

る
ま
で
の
子

(

妻
の
子
を
含
む
。)

を
養
育

す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

人
事
委
員
会
規

則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
及

び
休
暇)

の
適

用
を
受
け
る
職

員
の
例
に
よ
る
。

の
月
数
を
乗
じ
、

十
二
で
除
し
て

得
た
日
数

(

一

日
未
満
の
端
数

は
、
切
り
捨
て

る
。)

一
日
、
半
日

又
は
一
時
間

日
数
の
す
べ

て
を
使
用
し

よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い

て
、
当
該
残

日
数
に
一
時

間
未
満
の
端

数
が
あ
る
と

き
は
、
当
該

残
日
数
の
す

べ
て
を
使
用

す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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